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１１．イベントの開催について（火気を取扱う場合） 

自治会が主催する祭礼、縁日、花火大会、盆踊りなど集客効果が高いイベント等を開催するとき

は、次の事項が必要になります。 

① 屋内又は屋外での催しにおける消火器の準備 

 対象火気器具等を使用する場合には、消火器の準備をした上で使用して下さい。 

② 露店等の開設届出 

 対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとする場合には、管轄する消防署への事前の届

出（Ｐ４４）を行って下さい。 

※ 届け出を行う者としては、原則「露店等を開設する者」となりますが、主催者・露店を統括す

る者等により、とりまとめて届出を行うこともできます。 

『露店等の開設届出』と『消火器の準備』のフローチャート 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

※消火器の準備をすることを 

                                  お勧めします。 

『Ｑ＆Ａ』 

Ｑ１ 対象火気器具とは？     →  Ａ１ 個体・液体・気体燃料を使用する器具や電気

を熱源とする器具（発電機・フライヤー・ホッ

トプレート等）。 

Ｑ２ 社会的広がりのある催しとは？→  Ａ２ 不特定多数の者の来場が予想される盆踊り大

会、自治会で行うお祭り、文化祭のバザーなど

の催し。 

Ｑ３ 消火器は誰が準備するの？  →  Ａ３ 原則として、消火器は対象火気器具を取り扱

う者が準備します。 

届出様式（Ｐ４３）については、消防本部のホームページからダウンロードできます。 

 

             お問い合わせ：消防本部予防課 電話（０８９７）６５－１３４２ 

催しの際、「対象火気器具等を使用」又は「対象火気器具等を使用する露店等」を開設する予定がある。 

多数の人が参加するなど、社会的広がりのある催しか。 

[消火器の準備]が必要。[露店等の開設時には届出]も必要。 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

ＮＯ※ 

届出・消火器は不要 
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第１２号様式（第３条関係） 

露店等の開設届出書 

年   月   日 

（宛先）新居浜市消防長 

 届出者 

  住 所  

 （電話   ‐     番） 

  氏 名   

   

開 設 期 間 

自令和 年 月 日  

営 業 時 間 

開始   時   分 

至令和 年 月 日  終了   時   分 

開 設 場 所  

催 し の 名 称  

開 設 店 数  
消 火 器 の 

設 置 本 数 
 

現場責任者氏名  （電話   ‐     番） 

※ 受   付   欄 ※ 経   過   欄 

  

備考 

   １ 法人又は組合にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。 

   ２ ※印の欄は、使用しないこと。 

   ３ 露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図を添付すること。 

 

 

 

 

露店等の開設届出書（様式） 
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第１２号様式（第３条関係） 

露店等の開設届出書 

●●年 ●●月 ●●日 

（宛先）新居浜市消防長 

 届出者 

  住 所 新居浜市一宮町一丁目５番１号号 

 （電話 ●●‐●●●● 番） 

  氏 名 消 防 太 郎  

   

開 設 期 間 

自令和●年●月●日  

営 業 時 間 

開始 ◆◆時 ◆◆分 

至令和●年●月●日  終了 ▲▲時 ▲▲分 

開 設 場 所 黒島海浜公園グラウンド 

催 し の 名 称 消防フェア 

開 設 店 数 １０店舗 
消 火 器 の 

設 置 本 数 
３本 

現場責任者氏名 消 防 太 郎 （電話 ●●‐●●●● 番） 

※ 受   付   欄 ※ 経   過   欄 

  

備考 

   １ 法人又は組合にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。 

   ２ ※印の欄は、使用しないこと。 

   ３ 露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図を添付すること。 

 

 

 

 

記入例 
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【添付書類参考（例）】 

 

 

※Ｐ４３の「露店等の開設届出書」とあわせて、露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図を

添付してください。 

 

露店の配置及び消火器の設置場所 

※届出書は正・副 1 部ずつ、計 2 部必要です。 ※対象火気器具から歩行距離

20ｍ以内に配置して下さい。 


